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1 . ESDに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会
設立時期
2013年1月28日

設立目的
　「ESDに関するユネスコ世界会議」の一環として岡山市で開催される各種ステークホルダーによる主要
な会合の開催を支援するとともに、岡山・香川地域の関係機関・団体等と連携及び協働しながら、世界会
議やESDのPRを行うことにより、世界会議全体の成功に貢献していくことを目的とする。

事 業
（1） 国連機関、日本政府、関係地方公共団体、関係組織等との各種会合の開催支援に関する連絡調整
（2） ESDウィーク・オープニングセレモニー及び各種会合の開催支援、各種会合参加者へのおもてなし、

岡山地域の魅力発信等の企画及び実施
（3） 世界会議やESDのPR
（4） その他、実行委員会の目的を達成するために必要な事業

Ⅵ
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◆ESDに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会　委員等名簿
　

◆ESDに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会　幹事名簿
　

（順不同、敬称略、H26.10.1）
役職名 団　体　名　・　職　名 氏　名
会　長 岡山市 市長 大森　雅夫

副会長

岡山ＥＳＤ推進協議会 会長 青山　勳
岡山大学 学長 森田　潔
岡山県経済団体連絡協議会 座長 中島　博
岡山県 副知事 足羽　憲治
岡山市議会 議長 則武　宣弘

委　員

ＮＰＯ法人　岡山県国際団体協議会 理事長 青山　勳
岡山市国際交流協議会 会長 野津　喬
岡山市連合町内会 会長 目黒　宏平
岡山市連合婦人会 顧問 石尾　玲子
大学コンソーシアム岡山 会長 髙木　孝子

（公社）岡山青年会議所 理事長 鈴森　賢史
内閣官房 内閣審議官 田中　繁広
外務省 地球規模課題審議官 尾池　厚之
文部科学省 国際統括官 加藤　重治
環境省 総合環境政策局長 小林　正明
岡山県市長会 会長　（玉野市長） 黒田　晋
岡山県町村会 会長　（久米南町長） 河島　建一
岡山市教育委員会 教育長 山脇　健

（公社）おかやま観光コンベンション協会 会長 岡﨑　彬
（株）岡山コンベンションセンター 代表取締役社長 藤原　隆昭

監　事 早島町 町長 中戸　哲生
岡山商工会議所 専務理事 窪津　誠

顧　問 ＮＰＯ法人　ハート・オブ・ゴールド 代表理事 有森　裕子
（株）ベネッセホールディングス 最高顧問 福武　總一郎

参　与

内閣府

( 団体として参画）

総務省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
高松市
小豆島町
土庄町
直島町

（順不同、敬称略、H26.10.1）
役職名 団　体　名　・　職　名 氏　名

幹　事

岡山大学 副学長 阿部　宏史
岡山ＥＳＤ推進協議会 事務局長 安田　充年
岡山市国際交流協議会 事務局長 谷利　雅喜
岡山県経済団体連絡協議会 事務局長 神崎　浩二

（公社）おかやま観光コンベンション協会 事業部長 青山　昌史
（株）岡山コンベンションセンター 常務取締役 難波　巧
岡山県 環境企画課長 古南　篤子

岡山市

観光コンベンション推進課長 橋本　哲哉
国際課長 谷利　雅喜
環境保全課長 岡﨑　泰治郎
ＥＳＤ世界会議推進局審議監 安田　充年

岡山市教育委員会 指導課長 堀井　博司
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2.岡山支援実行委員会規約等
Ⅵ

ESDに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会規約
（名 称）
第１条　 本会は、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。

（目 的）
第２条　実行委員会は、２０１４年秋に｢ＥＳＤに関するユネスコ世界会議｣（以下「世界会議」という。）の一環

として岡山市で開催される各種ステークホルダーによる主要な会合（以下「各種会合」という。）の開催を
支援するとともに、岡山・香川地域の関係機関・団体等と連携及び協働しながら、世界会議やＥＳＤのＰＲ
を行うことにより、世界会議全体の成功に貢献していくことを目的とする。

（事 業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 国連機関、日本政府、関係地方公共団体、関係組織等との各種会合の開催支援に関する連絡調整
(2)  ESDウィーク・オープニングセレモニー及び各種会合の開催支援、各種会合参加者へのおもてなし、

岡山地域の魅力発信等の企画及び実施
(3) 世界会議やＥＳＤのＰＲ
(4) クロージングイベントの企画及び実施
(5) その他、実行委員会の目的を達成するために必要な事業

（委員及び監事）
第４条　実行委員会に、委員及び監事を置く。
２　委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
３　監事は若干名とし、委員会の同意を得て会長が選任する。
４　委員及び監事の任期は、実行委員会が解散するときまでとする。

（委員の職務）
第５条　委員は、委員会を構成し、第１１条第５項に掲げる審議事項を決定する。

（監事の職務）
第６条　監事は、実行委員会の会計及び業務を監査する。
２　監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
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（役 員）
第７条　実行委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長　　１名
(2) 副会長　５名以内

２　会長は、委員の互選により定める。
３　副会長は、委員のうちから委員会の同意を得て会長が選任する。
４　会長及び副会長の任期は、実行委員会が解散するときまでとする。

（役員の職務）
第８条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

（幹 事）
第９条　実行委員会に幹事を置く。
２　幹事は、委員会の同意を得て会長が選任する。
３　幹事は、幹事会を構成する。

（顧問及び参与）
第10条　実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
２　顧問及び参与は、会長が選任する。
３　顧問は、必要に応じ、会長に助言をすることができる。
４　参与は、実行委員会に出席し、意見を述べることができる
５　顧問及び参与の任期は、実行委員会が解散するときまでとする。

（委員会）
第11条　実行委員会に、委員会を置く。
２　委員会は、会長が招集する。
３　委員会の議長は、会長又は会長が指名する者をもって充てる。
４　委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
５　委員会の審議事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 規約の改廃
(2) 事業計画及び事業報告
(3)予算及び決算
(4)その他実行委員会の運営に関する重要事項

６　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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７　 委員が、委員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わる
ことのできる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の委員会の決議があったものとみなすものとする。　

８　会長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（幹事会）
第12条　実行委員会に、幹事会を置く。
２　幹事会は、委員会の審議事項等を整理する。
３　幹事会に幹事長及び幹事長代理を置き、会長が選任する。
４　幹事長は、幹事会を招集する。
５　幹事長は、幹事会の議長となり、会務を総理する。
６　幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
７　 幹事長は、必要があると認めたときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（事務局）
第13条　実行委員会の事務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

（会 計）
第14条　実行委員会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。

（会計年度）
第15条　実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（監 査）
第16条　監事は、実行委員会の決算について監査し、会議に報告しなければならない。

（解 散）
第17条　実行委員会は、その目的が達成されたときに、解散する。

（委 任）
第18条　この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附　則
この規約は、平成２５年 １ 月２８日から施行する。
附　則
この規約は、平成２５年 ４ 月２５日から施行する。
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（別 表）
　役職名 団　体　名　・　職　名

委　員

岡山ＥＳＤ推進協議会 会長
ＮＰＯ法人岡山県国際団体協議会 理事長
岡山市国際交流協議会 会長
岡山市連合町内会 会長
岡山市連合婦人会 顧問
大学コンソーシアム岡山 会長
岡山大学 学長
岡山県経済団体連絡協議会 座長

（公社）岡山青年会議所 理事長
内閣官房 内閣審議官
外務省 地球規模課題審議官
文部科学省 国際統括官
環境省 総合環境政策局長
岡山県 副知事
岡山県市長会 会長
岡山県町村会 会長
岡山市 市長
岡山市議会 議長
岡山市教育委員会 教育長

（公社）おかやま観光コンベンション協会 会長
（株）岡山コンベンションセンター 代表取締役社長
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3. 実行委員会会計規則
ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会会計規則

（趣 旨）
第１条　ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会（以下「実行委員会」という。）の会計事務

については、この規則に定めるところによる。

（事務処理の委任）
第2条　ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会長（以下「会長」という。）は、会計事務を事

務局長に行わせることができる。

（現金領収）
第３条　事務局長は、現金を領収したときは領収書（様式第１号）を納入者に交付しなければならない。
２　 前項の場合において、事務局長は、領収した現金の金額、内容等を現金出納簿（様式第２号）に記載し

て整理するとともに、領収した現金は速やかに事務局長名義の普通預金口座に払い込まなければな
らない。

３　前２項の規定にかかわらず、協賛金の取扱については、会長が別に定める。

（収入整理簿）
第４条　事務局長は、前条第２項の現金出納簿の外、一切の収入を収支予算整理簿（様式第３号）に記載

して整理しなければならない。

（支出負担行為の権限等）
第５条　支出負担行為を行うに当たっては見積書を債権者から受領するものとする。ただし、次に掲げる

経費の支出に当たっては、見積書の受領を省略することができる。
(1) 緊急を要する場合等において、当初の支出負担行為から変更する必要が生じたもの
(2) その他事務局長が適当と認めるもの

（契約の方法）
第６条　実行委員会の業務に係る契約に関しては、岡山市の例による。ただし、これによりがたいときは、

会長が別に定める。

（経費の支出）
第７条   経費の支出は、現金又は口座振替により行うものとする。
２　 事務局長は、経費の支出に当たっては、請求書及び領収書を債権者から受領し、第５条の見積書とあわせ

て収支予算整理簿に整理しなければならない。ただし、口座振替による経費の支出に当たっては、領収書
を、また、次に掲げる経費の支出に当たっては、請求書の受領等を省略することができる。
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(1) 謝礼
(2) 旅費
(3) 印紙、証紙、郵便切手、郵便葉書、その他これに類するもの
(4) 官公署、公社、公団等が発行した納入通知書によるもの
(5) その他事務局長が適当と認めるもの

３　 第５条及び前２項に定めるもののほか、実行委員会の経費の支出に関する事項は、岡山市の例による。

（旅 費）
第８条　委員、監事、顧問、参与及び実行委員会から依頼を受けた者が会務のために旅行したときは旅

費を支給することができる。
２　前項の規定により支給する旅費については、岡山市職員の例による。
３　 前２項の規定に関わらず，委員，監事，顧問又は参与が実行委員会規約第１１条に定める委員会又は

同規約第１２条に定める幹事会に出席する場合，旅費は支給しない。

（現金の保管）
第９条　事務局長は、即日支払いによらなければならない経費の支出のために、必要最低限度の額の現

金を保有することができる。
２　 前項の現金の保管については、紛失又は盗難を防止するために必要な措置を講じなければならない。
３　 現金の保管及び出納については、第３条第２項の現金出納簿に必要事項を記載して整理しなければ

ならない。

（決算書及び関係書類の提出）
第10条　事務局長は，毎会計年度終了後２ヶ月以内に収入支出決算書を作成し，証拠書類を添付し，会

長に提出しなければならない。
２　 会長は、前項の規定による決算関係書類の提出を受けたときは，監事の監査を受けなければならない。
３　前項の場合において、監事が必要と認めるときは，会長に関係書類の提出を求めることができる。
４　前２項に定めるものの外、監事は必要に応じ会計事務において検査を行うことができる。

（その他）
第11条　この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附　則
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則
この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
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領 収 書

現金出納簿

収支予算整理簿
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3. 実行委員会会計規則
ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会事務局規則
（趣 旨）
第１条　この規則は、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会規約第１３条に規定する事務局
（以下「事務局」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（事務局の所在地）
第２条　事務局は、岡山市ＥＳＤ世界会議推進局に置く。

（事務局の構成員）
第３条　事務局に事務局長，事務局次長及び事務局員を置く。
２　事務局長は、岡山市ＥＳＤ世界会議推進局長をもって充てる。
３　事務局次長は、岡山市ＥＳＤ世界会議推進局ＥＳＤ推進担当課長 をもって充てる。
４　事務局員は、岡山市ＥＳＤ世界会議推進局職員をもって充てる。

（職 務）
第４条　事務局長は、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会長（以下「会長」という。）の命

を受け、事務局を代表し，事務局の事務を統括する。
２　事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
３　事務局職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

（会長の決裁事項）
第５条　ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会（以下「実行委員会」という。）運営の基本

方針に関することについては、会長の決裁を要するものとする。

（専決事項）
第６条　次の事項（前条に掲げる事項を除く。）は、事務局長がこれを専決することができる。

(1) 実行委員会の運営に関する諸規定の制定・改廃に関すること。
(2) 実行委員会及び幹事会の開催及び運営事務に関すること。
(3) 前２号に掲げるもののほか、会長名をもってする事項
(4)  岡山市事務決裁規程（平成４年市訓令甲第４号）別表に掲げる事務で、決裁区分が市長、副市長、

理事、局長及び審議監とされるもの
２　 岡山市事務決裁規程別表に掲げる事務で、決裁区分が課長とされるものは事務局次長がこれを専

決できる。
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（代 決）
第７条　決裁者が不在のとき又は欠けたときは、次に掲げる者が、その事務を代決するものとする。

 
決裁者 代決者

事務局長 事務局次長
事務局次長 岡山市ＥＳＤ世界会議推進局担当課長補佐

（文書の扱い）
第８条　文書の取扱いについては、岡山市文書取扱規程（平成１５年市訓令甲第２１号）の例による。

（公 印）
第９条　会長及び事務局長の公印は別表のとおりとする。

（その他）
第10条　この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附　則
この規則は、平成２５年 ４ 月１日から施行する。
附　則
この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

別 表（第９条関係）
ひな形番号 公印の名称 書体 寸法

（ミリメートル） 使用区分

1 会長印 てん書 方　２３ 会長名で発する文書
2 事務局長印 てん書 直径　１９ 事務局長名で発する文書

1 2



139

3. 岡山支援実行委員会本部体制
　会議期間中は、会議主催者や、会議運営会社等と綿密に連携を行い、現場での突発的な問題に対応
する必要があるため、岡山コンベンションセンター３階に本部を設けた。

　会議主催者・会議運営会社と同じ部屋に本部を設け、会期中は、始業・終業時に全体ミーティングを行
い、情報共有を図った。
　本部内には、岡山支援実行委員会事務局スタッフのほか、支援業務運営会社スタッフが常駐した。事
務局スタッフには、携帯電話と無線機を併用し連携を図った。

運営本部（10月）

運営本部（11月）

Ⅵ

開設時間 10月8日 午後〜10月11日 17：00頃

本部常駐者
事務局 2〜3名
支援業務運営会社 12名　※警備責任者含む
宿泊・登録（JTBGMT、JTB 岡山支店）

開設時間 11月4日 午後〜11月8日 21：00頃

本部常駐者
事務局 2〜3名
支援業務運営会社 12名　※警備責任者含む
宿泊・登録（JTBGMT、JTB 岡山支店）

レイアウト図

レイアウト図
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4. IDカード
　セキュリティ上の観点から、会議場への入場はＩＤカードの携帯を必須とした。また、岡山支援実行委員
会主催のオープニングセレモニーでの誘導において、会議ごとの識別ができるようにデザインした。

10月

参加者識別証

スタッフ識別証

Ⅵ

招聘者（発表者、ファシリ）・
来賓

特別分科会参加者
（名前なし）

一般参加者（公民館）

ESD推進のための公民館−CLC国際会議

プレス メディカルスタッフスタッフ ボランティアスタッフ

聴講者 特別分科会スタッフ特別分科会評価委員 出演者
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11月

参加者識別証
第9回グローバルRCE会議 ユネスコスクール世界大会

プレス メディカルスタッフスタッフ ボランティアスタッフ

ユネスコESDユース・コンファレンス

スタッフ識別証
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5. 主な新聞記事
Ⅵ

平成25年9月12日
山陽新聞

平成25年1月29日
山陽新聞
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平成25年11月28日
朝日新聞

平成25年9月27日
山陽新聞
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平成26年2月1日
山陽新聞

平成26年4月4日
山陽新聞



145

平成26年6月3日
山陽新聞

平成26年6月15日
山陽新聞
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平成26年6月21日
山陽新聞

平成26年9月2日
山陽新聞
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平成26年9月13日
山陽新聞

平成26年9月20日
山陽新聞
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平成26年10月12日
産経新聞

平成26年10月10日
毎日新聞
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平成26年11月2日
山陽新聞

平成26年11月7日
毎日新聞
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平成26年11月7日
朝日新聞

平成26年11月7日
山陽新聞



151

平成26年11月8日
山陽新聞

平成26年11月8日
山陽新聞

平成26年11月8日
読売新聞
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平成26年11月12日
山陽新聞

平成26年11月18日
山陽新聞
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